
１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における○才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

◆農業所得向上の観点から、これからも、コウノトリを地域のシンボルとして、有機農産物の生産を進める。
◆当地区では、昭和５０年より「しらやま西瓜」を生産をしており、ブランド化していることから、引き続き生産するととも
に、大根、ブドウなどの園芸生産についても、栽培促進に努める。
◆近年温暖化の影響もあることから、指導機関が奨励する耐暑性品種の導入に努める。

197.2

（備考）

◆人口：約１，４００人
◆担い手及びその構成員の年齢割合：９０代　３％　８０代　１３％　7０代　３１％　６０代　３１％　5０代　１６％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０代　６％
◆作物：水稲、そば、飼料用米、スイカ、大根
◆農地の荒廃状況：山際等に不耕作地あり
◆担い手状況：農業法人等　６、個人認定農業者等６、集落営農組織　２

・当地区は、山間地に位置しており、主に水稲を主体とした水田単作地帯であるが、特有の赤土と、露地栽培による
昼夜間の温度差が生み出す強い甘みとシャリシャリとした触感が特徴のしらやま西瓜の産地でもある。
・水田においては、1枚の大きさが1０ａ程度から２０aと小さく、大型の農業機械の性能をフルに発揮する圃場が少な
い。
・水源については、天王川からの取水があるものの、山水も多く、春先より水の確保が難しく、ため池が各所に点在し
ている。
・法人、個人の認定農業者、集落営農組織が存在しているが、いずれの集落においても、高齢化、人材不足が課題と
なっている。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 318.6

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 318.6

②　田の面積 224.4

③　畑の面積（果樹、茶等を含む）

目標年度 令和１６年度

市町村名
(市町村コード)

越前市

(182095)

地域名
（地域内農業集落名）

白山地区

（都辺町、上杉本町、二階堂町、千合谷町、菖蒲谷町、堀町、土山町、小谷町、安戸町、
菅町、米口町、仏谷町、丸岡町、沓掛町、勝蓮花町、小野町、黒川町、上黒川町、下黒川

町、安養寺町、曽原町、粟野町、小杉町、牧町、若洲町、中野町、萩原町、鴉ケ平町）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和7年3月31日

更新年月日
（　　　　　）



２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

①ニホンジカ、イノシシの侵入防止柵の設置と管理の徹底、有害鳥獣の捕獲を実施
②有機農業、環境保全型農業の取り組みの継続実施。
③GＰＳ付き農械、水位センサ等、先端技術の導入により、生産性や効率性の向上を目指す。
⑤ワイン用ブドウの栽培を継続して実施。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨その他

【選択した上記の取組内容】

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業体等への農作業委託の取組
小規模農家の転作（大麦、そば、大豆）を支援するため、ＪＡ・（株）越前たけふファームが、収穫作業を受託する。
水稲・麦・大豆・そばの乾燥調製については、JAがこれまでのとおり受託する。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出 ⑤果樹等

（２）農地中間管理機構の活用方法

法人、個人の認定農業者を中心に農地中間管理機構を積極的に活用し、集積・集約化を進める。

（３）基盤整備事業への取組
◆基盤整備については、事業開始に至らないことから、法人を立ち上げた。今後、地区全体で進める。
これまで土地改良区と、農業者等が中心となっていたが、地主、地域住民も巻き込み、地区全体の協力を得る形で、
県、市と事業を進める。
山と山の間に囲まれ、農地面積が１０a未満、不整形の農地については土地改良を実施し、日射量が少ない農地はた
め池利用とする

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

当地区は、各所に農業法人や個人認定農業者、集落営農組織が存在しているが、いづれの組織も、人材が不足して
いることから、組織の統合や、白山地区全体での取り組みについても検討していく。
同時に、担い手不足でもあることから、他地区からの担い手の受け入れについても柔軟に検討する。

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

法人、集落営農組織において、集積、集約化が進んでいるが、集約化されていない農地において、個人の認定農業
者等との協議を進める。また、担い手のいない集落については、近隣の法人、集落営農に集積を進めるよう協議す
る。

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

◆地域計画に位置付けられた担い手（規模拡大余力のある担い手）に農地集積・集約を進めるが、担い手不足でも
あることから、他地区からの担い手の受け入れについても協議する。

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針
◆集積・集約に関し、出し手と受け手が円滑なコミュニケーションを図り、農地の適切利用に務める。
◆農業に関する情報（補助金や農地制度等）を積極的に取り入れ、経営改善に活かす。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

現状の集積率 61.9 ％ 将来の目標とする集積率 80



４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意な
く、関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たって
は、利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、そ
の利用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する
場合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

　「属性」欄の認定農業者は「認農」、認定新規就農者は「認就」、集落営農は「集」、兼業農家「その他」
　「経営面積」には、特定農作業受託契約による耕作面積は含まない。

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目

1 アグリサポート白山 肥料農薬共同仕入れ、倉庫共同使用 水稲・野菜・そば

7
計 14経営体 197.2 0 197.2 0

認定 Ｎ 水稲 7 水稲

6
利用者 M 水稲 5.1 水稲 5.1
利用者 L 水稲・西瓜 6 水稲・西瓜

15.2
利用者 K 水稲 13.3 水稲 13.3
認農 Ｊ 水稲 15.2 水稲

15
認農 Ｉ 水稲・西瓜 5.2 水稲・西瓜 5.2
集 Ｈ 水稲 15 水稲

33.7
認定 Ｇ 野菜 2.6 野菜 2.6
認農 Ｆ 水稲 33.7 水稲
集 Ｅ 水稲 12.1 水稲 12.1

認農 Ｄ 水稲 10.2 水稲
認農 Ｃ 水稲 8.5 水稲 8.5

10.2

認農 Ａ 水稲 56.5 水稲 56.5
認農 Ｂ 水稲 6.8 水稲 6.8

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考



白山地区⑩
⑩白山地区　あみかけ及び農業振興地域内農用地区域外農地はエリア外
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